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≪事業再構築補助金について≫ ～思い切った事業再構築を支援～ 公募期間：R4/10/3～R5/1/13 

【対象事業】「新分野展開」「業態転換」「事業・業種転換」等により事業再構築への取り組み 

 

 

 

 

 

●通常枠・・・補助額：100万円～従業員数に応じて8,000万円／補助率：中小2/3、中堅1/2 
●その他枠・・その他の事業類型や詳細は公募要領等をご確認ください。 

 

 

対   象 建物、機械装置、技術導入、外注、広告宣伝、販売促進、研修等の経費 

対 象 外 補助企業従業員人件費、不動産・株式・公道走行車両・汎用品の購入費 

売上減少要件 

2020年4月以降の連続する6か月間の内、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前（2019年又は

2020年1～3月）の同3か月の合計売上高と比較し10％以上減少 

※売上高に代えて付加価値額（営業利益+人件費+減価償却費）15％以上減少でも可 

認定支援機関要件 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、事業再構築に取り組む。 

事業計画の適格性 
補助事業終了後3～5年で付加価値額の年率平均3％（一部5％）以上増加又は従業員一人当たり付加

価値額の年率平均3％（一部5％）以上増加の達成 

詳しくは中小企業庁事業再構築補助金ホームページで ▶ 

詳しくは島根県商工会連合会小規模事業者持続化補助金ホームページで▶ 

≪小規模事業者持続化補助金について≫ ～販路開拓等を支援～ 公募締切：R4/2/9(金) ※次回2月下旬 

【補助対象者】商工会地区で事業を営む小規模事業者で、以下の全ての要件を満たす方 

①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接的に100％株式保有されていないこと 

②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと 

③本補助金受付締切日前10か月以内に、持続化補助金（一般型、低感染リスク型ビジネス枠）で採択されていない 

 

【補助の対象となる経費】機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出店費、旅費、 

開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費 

類型 補助率 補助上限 類型 補助率 補助上限 

通常枠 2/3 50万円 後継者支援枠 2/3 200万円 

賃金引上げ枠 2/3（赤字3/4） 200万円 創業枠 2/3 200万円 

卒業枠 2/3 200万円 インボイス枠 2/3 100万円 

☆持続化補助金とは➡経営を見直し、持続的経営に向け経営計画を作成し販路開拓や生産性向上の取組を支援 

★★★ 補助金等に関するお問合せ、経営に関するご相談は隠岐の島町商工会までご連絡ください ★★★ 



 本年４月からの町内の新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び島根県からの飲食店利用制限の要請等により、売上が減

少している町内の宿泊業・飲食業等の事業継続を支援し雇用の維持を図ることを目的として、隠岐の島町独自の支援策を下

記のとおり実施します。 

Ⅰ 給付対象者の要件 

 ① 対象業種…町内に主たる事業所又は住所を有する中小企業者等で、次の業種を営んでいる者。 

        宿泊業、飲食業、卸売業、小売業、食品製造業、交通関連業、観光関連業 

 ② 売上要件（直近期の総売上高が、その前期または前々期の決算期と比較して減少しており、かつ次の(1)(2)のいずれかに該当す

る事業者） 

   (1)令和4年4月～8月の何れかの月間売上が、令和元年～令和3年の同月比で30％以上減少していること。 

   (2)令和4年4月～8月の任意の連続する3か月の売上合計が、令和元年～令和3年同期の売上と比べて20％以上 

    減少していること。 

 ③ 事業継続の意思があり、かつ、新型コロナウイルス感染症対策をした営業を行う必要があります。 

 ④ 町税を滞納していない者。 

 ⑤ 直近期または直近1年の売上高が50万円以上であること。 

Ⅱ 給付金額 

 ① 前々期の年間売上高（基本的には令和元年の年間売上）に対して、給付率（10％）で算出した給付金額。 

  【算出方法】 年間売上×10％  【給付額】 上限額200万円 ※年間売上2,000万円以上は上限額を適用  

 ※詳しくは同封のチラシをご覧ください。 

  お申込みに関するお問い合わせは、「隠岐の島町役場商工観光課」又は「商工会経営支援課」までお願いいたします。 

     

隠岐の島町宿泊業・飲食業等事業継続支援特別給付金について 

インボイス制度・電子帳簿保存法セミナーのご案内 

◇「インボイス制度」･･･消費税課税事業者じゃないけど、該当する

の？登録事業者にならないといけないの？ 

◇「電子帳簿保存法」･･･どうすればいいの？しないとどうなるの？ 

 来年10月から始まる「インボイス制度」と、今年改正された「電

子帳簿保存法」について、下記のとおりセミナーを開催します。分か

りやすくポイントを説明しますので、お気軽にご参加ください。 

 ① とき 令和４年１２月２日（金） 13時30分～15時10分 

 ② 場所 隠岐の島町ふれあいセンター ２階会議室 

 ③ 講師 中川和也税理士事務所(出雲市)所長 中川和也 税理士 

 お申込み、詳しい内容については、同封のチラシをご覧ください 


